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一
二
雑
報
一
一

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
六
三
年
六
月
一
八
日
(
土
)
午
前
一

O
時
半
よ
り

「
民
法
学
の
未
来
像
|
|
『
民
法
の
理
論
と
体
系
』
お
よ
び
そ
の
後
の
展

聞
を
中
心
と
し
て
|
|
」

報
告
者

北
川
善
太
郎
氏

(
京
都
大
学
法
学
部
教
授
)

四
O
名

出
席
者

本
報
告
は
、
昭
和
五
六
年
の
私
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
報
告
さ
れ

た
い
わ
ゆ
る
「
基
準
論
」
(
北
川
「
約
款
と
契
約
法
」
『
N
B
L
』
二
四
二

号
(
昭
和
五
六
年
)
七
三
頁
、
『
私
法
』
四
四
号
(
昭
和
五
七
年
)
五
九
頁

参
照
)
を
中
心
と
し
、
氏
の
『
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
(
日
本
評
論
社
、

昭
和
四
三
年
)
か
ら
『
民
法
の
理
論
と
体
系
』
(
一
粒
社
、
昭
和
六
二
年
)

所
収
の
諸
論
文
に
い
た
る
広
範
囲
な
諸
問
題
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

テ

1
マ
が
方
法
論
に
か
か
わ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
非
常
に
活
発
な
討
論
が

行
わ
れ
た
。

O
昭
和
六
三
年
九
月
三

O
日
(
金
)
午
後
二
時
よ
り

「
効
率
性
は
法
原
理
か
|
|
法
の
経
済
分
析
が
法
実
務
に
対
し
て
も
つ

意
義

|
|
L

報
告
者

F
・
キ
ュ
ー
ブ
ラ
l
氏

(
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
法
学
部
教
授
)

三

O
名

一
三
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

出
席
者

本
講
演
に
つ
い
て
は
、
『
日
独
法
学
』

O
昭
和
六
三
年
一

O
月
二
一
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
法
の
象
徴
的
機
能
を
め
ぐ
っ
て
」

報
告
者

J
-
R
・
ガ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
氏

(
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
校
教
授
)

神
長
百
合
子
氏

(
桐
朋
学
園
大
学
短
期
大
学
部
助
教
授
)

出

席

者

二

五

名

本
講
演
の
主
旨
は
、
法
を
道
具
的
機
能

(
5印可
z
g
g
g
}
Eロ
n
z
oロ)

|
|
法
の
文
一
一
一
口
上
に
表
さ
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
ー
ー
ー
と

し
て
の
み
捉
え
、
書
か
れ
て
い
る
目
的
の
達
成
の
如
何
を
も
っ
て
そ
の
法

の
成
功
不
成
功
と
す
る
見
方
に
対
し
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
行
う
と
こ
ろ
に
あ

る
。
法
は
、
道
具
的
機
能
以
外
に
象
徴
的
(
凹
百
三
M
O
-
-
n
)

な
機
能
も
併
せ

通

訳
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報

持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
時
に
は
象
徴
的
機
能
の
方
が
大
き
い

も
の
、
す
な
わ
ち
、
遵
守
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
側
の
人
々
の
認
識
や
感
情

に
訴
え
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
持
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
で

あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
の
象
徴
的
機
能
は
、
行
為
規
範
定
立
や
モ
ラ
ル
の
取
り
決
め
と
し
て

制
定
法
・
判
例
法
の
中
に
現
れ
、
そ
れ
ら
の
法
が
持
つ
潜
在
的
な
意
味
に

か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
好
例
が
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
絶
問
題
に
み
ら
れ

る
が
、
全
面
的
に
中
絶
を
禁
じ
た
州
法
を
憲
法
違
反
と
し
た
一
九
七
三
年

連
邦
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
り
政
治
的
対
立
を
続
け
る
賛
否
両
勢
力
の
聞
に

は
、
明
ら
か
な
社
会
階
層
的
な
相
違
が
あ
り
、
女
性
が
生
む
性
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
意
味
を
め
ぐ
る
対
立
と
な
っ
て
い
る
。
中
絶
に
関
す
る
立

法
・
判
決
は
、
中
絶
の
実
行
に
対
す
る
国
家
権
力
に
よ
る
承
認
・
不
承
認

で
あ
る
と
同
時
に
、
当
該
社
会
に
お
け
る
妻
・
母
と
い
う
役
割
に
対
し
、

そ
の
社
会
的
地
位
・
重
要
性
・
尊
敬
と
い
っ
た
問
題
に
法
的
決
定
が
反
映

さ
れ
、
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
の
持
つ
象
徴
的
機
能
は
公
的
な
場
に
お
け
る
行

為
の
ル

l
ル
の
宣
言
、
公
的
な
生
活
分
野
で
行
わ
れ
る
べ
き
道
徳
規
範
の

形
成
で
あ
る
。
リ

1
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
の
一
人
で
あ
る
ア

1
ノ
ル
ド
が

刑
事
行
政
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
該
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
道
徳

観
念
の
ド
ラ
マ
化
が
行
わ
れ
る
。
法
に
よ
っ
て
特
定
の
人
々
の
慣
習
、
ラ

雑

イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
、
な
い
し
価
値
観
が
公
認
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
「
文
化

的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
執
行
可
能
性

の
如
何
を
問
わ
ず
、
あ
る
法
の
制
定
・
判
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、

重
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
な
る
。
こ
う
し
た
象
徴
的
な
行
為

を
め
ぐ
る
議
論
が
現
実
性
を
持
っ
て
く
る
の
は
、
尊
敬
・
名
誉
・
威
信
に

対
す
る
関
心
が
現
に
社
会
に
存
在
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
て
で
き
た
法
が
、
道
徳
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
体
現
、
あ
る
い
は
反
映
さ
せ
て
い
る
と
考
え

る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
法
は
む
し
ろ
、
文
化
面
で
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る

た
め
の
、
な
い
し
は
、
分
裂
し
て
い
る
公
衆
の
聞
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
造

り
上
げ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
拙
著
吋
F
巾

n
E
E
z

b
H
同
怪
陪
何
回
日

B
R
b
E
E国
凶
区
同
医
岡
田
ぽ

r
b区
岡
に
お

い
て
調
査
し
た
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
規
制
法
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
法

は
社
会
変
化
を
も
た
ら
す
一
つ
の
手
段
と
な
り
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

北法40(1・264)264

(
文
責

神
長
百
合
子
)

O
平
成
元
年
一
月
二
七
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
航
空
規
制
改
革
の
動
向
|
|
合
衆
国
で
の
規
制
撤
廃
の
効
果
と
他
の

諸
国
へ
の
影
響
|
|
」報

告
者

T
-
H
・
ウ
ウ
ム
氏



北海道大学法学部法学会記事

(
U
B
C
大
学
経
営
学
部
教
授
、
大
阪
大
学
社
会
経
済
研
究
所
客
員
教
授
)

出

席

者

二

五

名

こ
の
法
学
会
で
は
、
世
界
的
に
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
か
っ
、
わ
が
国

で
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
「
航
空
規
制
緩
和
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
国
際

的
比
較
の
見
地
か
ら
、
ウ
ウ
ム
教
授
に
講
演
を
お
願
い
し
た
。
同
教
授
は
、

航
空
産
業
で
の
規
制
緩
和
に
つ
い
て
の
多
く
の
優
れ
た
著
書
・
論
文
を
発

表
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
国
際
的
権
威
の
一
人
で
あ
る
。

本
講
演
で
は
、
ま
ず
、
規
制
の
弊
害
と
し
て
、
規
制
下
で
は
、
総
括
原

価
方
式
に
よ
り
運
賃
が
認
可
さ
れ
る
た
め
、
生
産
要
素
(
労
賃
・
機
材
購

入
費
な
ど
)
の
効
率
化
へ
の
経
済
的
誘
因
が
欠
如
す
る
結
果
、
生
産
・
経

営
費
用
の
肥
大
費
効
率
的
な
産
業
構
造
(
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
)
が
生
じ

る
こ
と
、
運
賃
競
争
が
な
い
た
め
、
機
内
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
非
価
格
競
争

に
依
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
、
上
記
の
非
効
率
化
を
助
長
し
、
そ

の
結
果
と
し
て
の
運
賃
値
上
げ
認
可
の
た
め
座
席
利
用
率
が
低
下
し
、
こ

れ
が
効
率
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
悪
循
環
が
生
じ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

そ
の
除
去
が
規
制
緩
和
の
目
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、

合
衆
国
の
キ
ャ
リ
ア
ー
が

I
A
T
A
の
運
賃
協
定
へ
の
参
加
を
反
ト
ラ
ス

ト
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
結
果
(
適
用
除
外
の
廃
止
)
、

I
A
T
A
の
影
響

力
が
減
退
し
て
お
り
、
国
際
航
空
運
送
に
つ
い
て
も
今
後
競
技
が
激
化
す

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
講
演
で
指
摘
さ
れ
た
問
題
点
は
、
わ
が
国

で
の
航
空
規
制
緩
和
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
も
問
題
と
な
る
点
で
あ

り
、
有
益
な
講
演
で
あ
っ
た
。

O
平
成
元
年
二
月
二
日
(
木
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
東
京
の
市
街
地
に
お
け
る
宅
地
所
有
権
の
成
立
と
変
遷
l
l
l
市
街
化

拡
大
と
土
地
所
有
権
の
変
化
の
分
析
|
|
」

報
告
者

長
谷
川
徳
之
輔
氏

(
建
設
経
済
研
究
所
常
務
理
事
)

出

席

者

二

O
名

長
谷
川
徳
之
輔
氏
は
、
建
設
省
で
調
査
企
画
を
担
当
さ
れ
た
後
、
現
在
、

建
設
経
済
研
究
所
に
て
調
査
研
究
に
従
事
し
、
土
地
問
題
の
専
門
家
と
し

て
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
。
報
告
は
、
幕
末
か
ら
今
日
ま
で
、
東
京
の
土
地

所
有
関
係
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
を
実
証
的
に
見
な
が
ら
、
歴

史
的
な
パ

l
ス
ペ
ク
チ
ブ
の
中
で
、
今
日
の
土
地
問
題
を
検
討
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

討
論
で
は
、
①
東
京
と
札
幌
を
比
較
し
な
が
ら
、
市
街
地
の
所
有
関
係

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
、
を
見
た
ほ
か
、
②
土
地
の
キ
ャ
ピ
タ

ル
・
ゲ
イ
ン
と
い
う
観
念
の
成
立
、
③
わ
が
国
で
、
借
家
の
ほ
か
に
借
地

と
い
う
不
動
産
賃
貸
借
が
発
達
し
た
理
由
、
④
あ
る
べ
き
土
地
税
制
、
土

地
増
価
税
の
考
え
方
等
が
、
活
発
に
議
論
さ
れ
た
。

北法40(1・265)265



報

な
お
、
報
告
と
密
接
に
関
連
す
る
長
谷
川
氏
の
著
書
と
し
て
、
『
都
市
形

成
と
土
地
市
場
赤
坂
六
本
木
再
開
発
地
区
に
み
る
土
地
の
所
有
と
利
用

の
百
年
の
変
遷
』
建
設
経
済
研
究
所
、
『
東
京
の
宅
地
形
成
史
』
が
あ
る
こ

と

を

付

記

し

て

お

く

。

(

文

責

瀬

川

信

久

)

雑

O
平
成
元
年
二
月
二
五
日
(
土
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
現
代
法
哲
学
の
現
状
と
展
望
」

報
告
者

井
上
達
夫
氏

(
千
葉
大
学
法
経
学
部
助
教
授
)

長
谷
川
晃
氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

出

席

者

三

O
名

井
上
報
告
は
「
規
範
的
正
義
論
の
問
題
状
況
」
と
題
し
て
、
ま
た
長
谷

川
報
告
は
「
哲
学
的
権
利
論
の
問
題
状
況
L

と
題
し
て
、
各
々
の
視
角
か

ら
現
代
英
米
の
法
l

政
治
哲
学
、
特
に
ジ
ョ
ン
・
ロ

l
ル
ズ
の
正
義
論
(
一

九
七
二
以
降
の
様
々
な
理
論
動
向
に
つ
い
て
の
紹
介
と
検
討
が
行
な
わ

れ
た
。井

上
報
告
は
、
功
利
主
義
と
権
利
基
底
的
正
義
論
、

E
Z円
同
月
一
恒
三
回
ヨ

と
開
問
丘
町

g
ユ白コ一回
B
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
共
同
体
論
、
日
本
社
会
の
問
題

状
況
へ
の
レ
レ
ヴ
ア
ン
ス
と
い
う
四
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
め
ぐ
っ
て
行
な
わ

れ
、
前
三
者
に
つ
い
て
は
、
以
前
の
理
論
的
対
立
が
理
論
的
接
近
へ
と
変

化
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
功
利
主
義

と
権
利
基
底
的
正
義
論
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
純
粋
な
形
態
も
退
げ
ら
れ

権
利
の
衝
突
の
調
整
や
帰
結
評
価
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
相
手
方
の

理
論
を
自
己
の
内
に
組
み
込
む
試
み
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
、

F
F
R
Sユ白ロ
2
5
と
開
問
丘
一

g
ユ白ロ
2
5
に
お
い
て
は
自
由
と
平
等
の
理

念
の
調
和
の
可
能
性
や
市
場
機
構
と
再
分
配
政
策
と
の
両
立
性
な
ど
に
つ

い
て
再
考
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
共
同
体

論
に
関
し
て
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
共
同
体
論
的
・
伝
統
中
心
的
正
当
化
あ

る
い
は
共
同
体
主
義
に
お
け
る
人
格
的
自
由
や
平
等
の
理
想
の
存
在
な
ど

の
形
で
の
相
互
接
近
が
見
ら
れ
る
こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ

ら
の
動
向
の
日
本
の
問
題
状
況
へ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
特
に
日
本
的
集

団
主
義
と
の
関
連
で
個
人
権
論
、
共
同
体
論
、
自
由
の
理
念
が
有
す
る
変

容
や
意
義
が
示
唆
さ
れ
た
。

長
谷
川
報
告
は
、
井
上
報
告
の
最
初
に
触
れ
ら
れ
た
権
利
論
の
最
近
の

動
向
、
と
り
わ
け
権
利
の
概
念
の
哲
学
的
意
義
づ
け
の
一
般
的
特
徴
、
権

利
の
概
念
の
正
当
化
の
幾
つ
か
の
タ
イ
プ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
そ
し
て
功
利

主
義
や
共
同
体
主
義
か
ら
の
権
利
論
批
判
と
の
関
連
で
の
未
解
決
の
諸
問

題
な
ど
に
つ
き
よ
り
立
ち
入
っ
て
述
べ
、
均
衡
の
と
れ
た
権
利
論
の
模
索

が
緊
要
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
最
近
の
議
論
に
お
け
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る
権
利
の
概
念
は
根
底
性
、
優
先
性
、
非
還
元
性
を
そ
の
重
要
な
特
性
と

し
て
お
り
、
そ
の
正
当
化
も
特
に
こ
の
特
性
を
捉
え
る
べ
く
非
l

帰
結
主
義

的
な
試
み
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
必
ず
し
も
包
括
的
な
理
論
へ
と

精
練
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
特
に
諸
権
利
の
衝
突
に
お
け
る
調
整
基
準
、
具

体
的
権
利
の
導
出
や
相
関
的
責
務
の
同
定
に
関
わ
る
権
利
概
念
の
論
理
的

規
制
力
、
そ
し
て
権
利
概
念
の
政
治
道
徳
的
基
礎
な
ど
に
関
し
て
論
議
の

余
地
を
多
く
残
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
権
利

論
の
日
本
社
会
で
の
意
義
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
個
人
の
位
置
付
け

と
の
関
係
で
上
記
の
権
利
概
念
の
適
用
に
偏
差
が
生
じ
う
る
こ
と
が
述
べ

ら
れ
た
。

北海道大学法学部法学会記事

両
報
告
の
後
に
質
疑
応
答
が
行
な
わ
れ
た
が
、
主
た
る
論
点
は
特
に
こ

れ
ら
英
米
の
法
哲
学
的
な
理
論
が
ど
こ
ま
で
日
本
の
法
}
政
治
実
践
に
応

用
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
集
ま
っ
た
。
ま
た
基
本
的
立
場
を
同
じ

く
す
る
井
上
・
長
谷
川
両
者
の
理
論
的
な
力
点
の
相
違
も
触
れ
ら
れ
た
。

(
文
責
長
谷
川
晃
)
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